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２０００年に突然注目され、数年間ブ－ムになったものの、その後低迷状態に

あったビジネスモデル関連発明（ビジネスモデル特許と言われることが多い）の

特許出願が、２０１２年以降増加傾向にある。サ－ビス業を含む様々な分野での

Ｉｏｔ、ＡＩ、ビッグデータの活用に伴う新規の事業・ビジネスの開発によるも

のであると考えられている。 

ビジネスモデル関連発明については、現在特許庁において、「ビジネス方法が

ＩＣＴ（情報通信技術）を利用して実現された発明です。」と明確に定義されて

いる。ブ－ムであった２０００年頃は、このような明確な定義は存在しなかった

ものの、少なくともインタ－ネット等の情報通信技術を利用したものでなけれ

ばならないことは発明成立上必須であったが、ビジネスモデル特許という名称

のせいか、ビジネス方法そのものに特許権が与えられる、といった誤解が広まっ

ていた。このため、当時、製造業分野だけでなくサ－ビス業分野の中小企業の経

営層を中心に、新たなビジネスを考えたので相談したいと言って、情報通信技術

を利用しないビジネス方法自体についての相談が多数あったことを記憶してい

る。その後、ビジネスモデル関連発明についての誤解が解けるに伴い、急速に出

願件数も減少した。当然である。情報通信技術を利用して実現するビジネスモデ

ルとなると、製造業分野の中小企業にとっても発明することは容易ではなく、ま

してや、技術に縁遠いサ－ビス業分野の中小企業にとっては言うまでもない。 

 このようなビジネスモデル関連発明であるが、一昨年１０月に、「ステ－キの

提供システム」という名称のビジネスモデル関連発明といえる発明（特許庁の上

記定義からすると、ビジネスモデル関連発明には該当しないという意見もある）

について、知的財産高等裁判所（知財高裁）が発明該当性を認める判決を出した。

そして、この判決を受けた特許庁は、「ステ－キの提供システム」の特許権を認

めた。 

 



この特許権は、有名な「いきなりステ－キ」を運営する株式会社ペッパ－フ－

ドサ－ビスが特許権者で、その権利内容が「いきなりステ－キ」の店舗運営方法

に関するものであり、明らかにビジネスモデルに関する発明といえます。以下の

特許権の内容を示す特許請求の範囲の記載をご覧いただきたい。 

 

Ａ お客様を立食形式のテーブルに案内するステップと，お客様からステーキの 

量を伺うステップと，伺ったステーキの量を肉のブロックからカットするステ

ップと，カットした肉を焼くステップと，焼いた肉をお客様のテーブルまで運

ぶステップとを含むステーキの提供方法を実施するステーキの提供システム

であって， 

Ｂ 上記お客様を案内したテーブル番号が記載された札と， 

Ｃ 上記お客様の要望に応じてカットした肉を計量する計量機と， 

Ｄ 上記お客様の要望に応じてカットした肉を他のお客様のものと区別する印

しとを備え， 

Ｅ 上記計量機が計量した肉の量と上記札に記載されたテーブル番号を記載し   

 たシールを出力することと， 

Ｆ 上記印しが上記計量機が出力した肉の量とテーブル番号が記載されたシー

ルであることを特徴とする， 

Ｇ ステーキの提供システム。 

 

 ご覧いただければおわかりのように、「札」、「計量機」及び「印し」という構

成要素が存在することは明らかだが、情報とか通信といった技術に関する構成

要素については、何ら存在が認められない。すなわち、この特許権は、ビジネス

モデル関連発明において必須とされている情報通信技術を利用することなく実

現したビジネスモデルの発明ということができます。これにより、要は、情報通

信技術を利用しないビジネスモデル関連発明の権利化の可能性が示されたこと

になり、製造業分野だけでなくサ－ビス業分野の中小企業にとっても、ビジネス

モデルに関連する発明の創作の機会が広がったといえるのである。 

 この特許権は、２０１４年６月４日に出願され、２０１８年１２月１４日に先 

の知財高裁の判決を受けた特許庁において正式に特許権の内容が確定した。 

その間、４年半である。特許権の内容が確定するまでそんなに長く掛かるのか、

と思うかもしれないが、その間に、権利者である株式会社ペッパ－フ－ドサ－ビ

スは、「いきなりステ－キ」の店舗展開を進め、自ら考えた店舗運営方法によっ

て急速な発展を遂げ、業界における圧倒的なネ－ムバリュ－を得ることができ



た。その根源の一つとして、「ステ－キの提供システム」という名称のビジネス

モデル関連発明を特許出願したことが挙げられる。すなわち、当該ビジネスモデ

ル関連発明の存在は、４年半の長きに渡って、競合他社に対して、「いきなりス

テ－キ」と類似の事業への参入を牽制し、更には、同じ店舗運営方法を採用する

ことを妨げてきたからである。 

特許権というものは、一旦取得できてしまうと、その内容は基本的に変更する

ことができない。それは別な言い方をすると、その確定した内容に引っ掛からな

ければ、特許侵害にならず、類似のことを実行できるということである。したが

って、特許権が取得できるか否かの判断がなかなか確定しない特許出願中の発

明の存在は、相手がたとえ如何に大手であろうと競合他社にとっては、権利内容

が確定してしまった特許権の存在よりも厄介な場合が多々ある。株式会社ペッ

パ－フ－ドサ－ビスの場合は、「ステ－キの提供システム」という名称のビジネ

スモデル関連発明を有効に活用できた好例だといえよう。 

 現在、特許庁では、大手企業からの特許出願の減少、主として中小企業等の産

業競争力の向上の観点から、中小企業やベンチャ－企業に対して特許出願を促

すよう様々な対策を進めている。特に、自分たちのビジネスモデルを守る手段を

持てなかったサ－ビス業分野の企業にとっては、株式会社ペッパ－フ－ドサ－

ビスの対応がビジネスモデル関連発明を活用した事業戦略上、参考になるので

はないかと思う。 

 なお、本稿は、経済産業新報２０１９年１２月１日号及び１５日号に掲載され

た拙著のコラムを引用し、加筆・修正を加えたものである。 

 

  

 

 

 

 

 


